
平成 29 年 5 月 15 日 
 九州管区行政評価局 

（局長 角田
つのた

 祐一
ゆういち

） 

飯塚市 及び 北九州市 において 

「くらし・行政困りごと相談所」を開催します 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【飯塚市会場】 

⽇ 時 平成 29 年 5 ⽉ 30 ⽇（⽕） 9：30〜14：30 受付終了 
   場 所 イオン穂波ショッピングセンター ふれあい広場 
                  ※ 参加機関やご相談いただける内容の例はこちらをご覧ください。 

【北九州市会場】 
⽇ 時 平成 29 年 6 ⽉ 6 ⽇（⽕） 10：30〜15：00 受付終了 

   場 所 ⼋幡⻄⽣涯学習総合センター ⼤会議室（コムシティ3 階） 
                 ※ 参加機関やご相談いただける内容の例はこちらをご覧ください。 

 

 

 

○ 九州管区⾏政評価局では、国⺠の皆様からの⾏政に関する様々な
苦情・意⾒・要望などのご相談を受け付け、⾏政の制度・運営の改
善に⽣かす⾏政相談業務に取り組んでいます。 

○ この度、飯塚市及び北九州市において、国の⾏政機関・地⽅公共
団体・弁護⼠等の専⾨家にご協⼒いただきワンストップでご相談に
対応する「くらし・⾏政困りごと相談所」を開催します。 

○ この機会にぜひご利⽤ください。 

行政苦情110 番(全国統一番号)  
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(連絡先)行政相談課長  中村 修一 

(電 話)092-431-7082 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000484609.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000484611.pdf

